
●無くされた方、又は、お忘れの方は、そのことを投票所の受付に申し出ていただければ、本人確
　認後、投票できます。

●投票日に投票できない方は、選挙人名簿に登載されている市町村の期日前投票所で投票日前でも
　投票することができます。

●期日前投票ができる期間は次のとおりです。
 （一部の期日前投票所では投票できる期間や時間が異なる場合があります。）

●身体に一定程度を超える障がいのある方等は郵便等による不在者投票ができます。
●郵便等による不在者投票を利用するためには、あらかじめ市町村選挙管理委員会へ申請や届出の
　手続きが必要となります。また、投票用紙等の請求は、2月4日（水）までとなっていますのでご注
　意ください。
※投票の手続きの詳細については、お住まいの市町村選挙管理委員会へお問い合わせください。

衆 議 院 議 員 総 選 挙：1月28日（水）から2月7日（土）まで
最高裁判所裁判官国民審査：2月 1日（日）から2月7日（土）まで

投票日は2月8日（日）です。



　有権者は、ウェブサイト等（ホームページ、ブログ、エックス（旧ツイッター）やフェイスブッ
ク等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等）を利用した選挙運動ができますが、電子
メール（SMTP方式及び電話番号方式）を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
　※候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。


